
第５号様式（第１０条関係） 

第３回 久留米市入札監視委員会議事概要 
開催日 
及び 
場所 

平成２９年３月８日（水） １０：３０～１２：００ 
久留米市本庁舎１３階 １３０３会議室  

出席 
委員名 

有吉 一郎（久留米大学法科大学院教授）（委員長） 
柿本 眞左子（税理士） 
紫藤 拓也（弁護士） 
西野 惠子（社会保険労務士） 

議事 
対象 
期間 

平成２８年１０月１日～平成２９年１月３１日 

総合評価方式一般競争入札 １件 

条件付き一般競争入札 ３件 

指名競争入札 ４件 

抽出 
案件 

随意契約 ２件 

 

１．入札・契約状況報告 
（１）平成２８年度入札・契約実績 
（２）指名停止措置（９者）について 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

報 
 

告 

入札参加資格が無い場合の取り扱いは

どうなるのか。 
指名停止の効力は入札参加資格が無い者

には及ばない。指名停止要件に該当するも

のが資格を有することになった場合は、そ

の時点で効力が及ぶことになる。今回のＩ

は、Ａ～Ｅの指名停止を行った事案と同一

事案で指名停止を行ったものだが、資格の

更新手続きが遅れていたため、更新時点で

指名停止を行ったものである。 

３．入札参加資格・指名理由等の審議 

（１）排水路改良(橋-2幹)工事【総合評価】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 
審 

 

議 

本件以外にも１者応札が見受けられる

が、なぜか。 
応札者数は、発注案件の現場状況、施工

内容や業者の手持ち状況等によりそれぞれ

異なると考えられる。 
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（２）雨水管渠補修(その 2)工事【条件付き一般】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

Ｂ・Ｃランクで発注されたが、応札者の

ランク区分の内訳はどうなっているか。 
応札者はすべてＢランクである。本件は

管更生工法に係る協会会員であることを条

件としており、該当者はＢランクの方が多

かった。 
会員資格を有する者を市は把握してい

るのか。 
過去の実績などから調べられる範囲で把

握している。 

（３）鳥飼校区学童保育所第 3・4学童クラブ新築工事【条件付き一般】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

質疑無し。  

（４）久留米市民会館アスベスト除去工事【条件付き一般】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

内訳書の提出を必須としたことで、応札

者が減るという影響はないか。 
過度な負担とならないよう、内訳書の記載

内容を明細よりも手前の内訳までで可とし

ている。また、大規模工事で内訳まででも項

目が膨大になる場合は、ミス防止のため、内

訳書の項目を記した雛形を作成して提示し

ている。 
抽選はどのように行っているのか。 電子入札の場合、応札者が入力した 3桁の

くじ番号と応札順を元に、一定の数式で順位

を決める電子くじにより、最低応札価格で同

額の入札をした者全ての落札候補順位を決

定している。 

（５）山苞の道歩道等整備工事【指名】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

 

１１者指名のうち８者と、辞退者が多い

理由は何か。 
 
 
 
 
 
 

土木工事の小額案件では地元業者以外の

応札が少ない傾向がある。 
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（６）通学路安全対策（大橋校区）工事【指名】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

質疑なし。  

（７）鳥飼校区学童保育所第 3・4学童クラブ新築機械設備工事【指名】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

質疑なし。  

（８）城南中学校屋外便所改築設備工事【指名】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

質疑なし。  

（９）排水路改良(池-1幹)工事【随意契約】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

見積参加者はどのようにして探すのか。 個別に連絡して見積参加の意思確認を行

っている。 

（１０）王子ため池改修工事【随意契約】 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

随意契約に先立って２度の入札を行い、

初回の入札は１者応札により無効とされ

ているが、どのように取り扱うこととして

いるのか。 

指名競争入札においては、発注者側で参加

者を限定していることから、１者応札は無効

とし、指名替えを行い再度入札を実施してい

る。再度入札においても落札者がいないとき

は、随意契約を行っている。 

 

ため池の管理はどのようになされてい

るのか。 
 
 

当該ため池は、市の所有で農村整備課が管

理しており、工事は市が実施している。農業

用の利水、動乱蜂に向けた湛水、草刈、清掃

などの維持管理は地元で行っている。 
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４．その他 

意見及び質問 意見及び質問への回答 

全体的に見て、最低制限価格で契約とい

う案件が多い中、それより高い額で契約し

ている場合の理由を提示してほしい。 

現場条件、施工内容、各業者の手持ち工事

状況等により、業者が落札を強く希望するか

否かが異なってくると考える。応札額は、様々

な条件のもとで各者ごとに必要な経費を積

み上げて積算された結果であると捉えてい

る。 
また、最低制限価格は、一定額未満での契

約では工事の品質を確保できない恐れがある

ため定めているものであり、最低制限価格で

の契約でなければ、即競争原理が働いていな

いことを示すものではないと考える。 

【審議案件に関する委員会の所見】 

 

今回の審議案件については、問題点は見受けられなかった。 

 
 


